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町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 

町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１７年１２月

町田市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ ３７１，０００円

２ ４１８，１００円

３ ４６７，９００円

４ ５３３，５００円

５ ６０８，１００円

６ ６９１，９００円

７ ７７８，０００円

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、平成２８年

４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）第７条第１項の規定は、平成２７年４月

１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例第７条第１項の規定を適用する場合においては、この条例による改

正前の町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第７条第１

項の規定に基づいて平成２７年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間

に職員に支払われた給与は、改正後の条例第７条第１項の規定による給与の内払と



みなす。 



＿部分は改正部分 

町田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律（平成１４年

法律第４８号。以下「法」という。）第３条

第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条

第２項並びに第７条第１項及び第２項並び

に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２４条第５項の規定に基づき、職員の

任期を定めた採用及び任期を定めて採用さ

れた職員の給与の特例に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律（平成１４年

法律第４８号。以下「法」という。）第３条

第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条

第２項並びに第７条第１項及び第２項並び

に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２４条第６項の規定に基づき、職員の

任期を定めた採用及び任期を定めて採用さ

れた職員の給与の特例に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定

めて採用された職員（以下「特定任期付職員」

という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定

めて採用された職員（以下「特定任期付職員」

という。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ ３７１，０００円

２ ４１８，１００円

３ ４６７，９００円

４ ５３３，５００円

５ ６０８，１００円

６ ６９１，９００円

７ ７７８，０００円
 

号給 給料月額 

１ ３７０，５００円

２ ４１７，５００円

３ ４６７，２００円

４ ５３２，８００円

５ ６０７，２００円

６ ６９１，０００円

７ ７７７，０００円

２～６ 略 ２～６ 略 

 


